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（１）

▶令和５年の登米・栗原における労働災害（休業４日以上）による被災者数は、令和５年８月末
日現在、全産業で108人（前年比13.６％減）です。６月以降減少幅が大きくなり、それを維持し
ている状態です。これは皆様のご努力の結果によるものと思われます（ありがとうございます）。
これに気を緩めることなく、更なる減少を目指したく思いますので変わらずのご協力をよろしく
お願いいたします。
▶宮城県全体につきましても労働災害（休業４日以上）による被災者数が減少しております（前
年比3.2％減）。ただし、死亡者数は、令和５年８月末日現在で昨年同時期よりも大幅に多くなっ
ています。※瀬峰署は、死亡者ゼロで推移しております。

労働災害の減少傾向継続

宮城県最低賃金改正（40円引き上げ）

新型コロナウイルス感染症を除いた労働災害発生状況（令和５年８月末現在） ※速報値

管内（登米・栗原）被災者数 県内被災者数

令和４年 令和５年 令和４年 令和５年

休業４日以上 125 108 1508 1459

死亡 ２ ０ ８ 13

裏面に続く

令和５年の災害発生状
況を事故の型別に集計し
てみました。転倒災害が
多くを占めております。

←転倒災害の防止に
努めてください。
（職場の安全サイ
ト）

宮城県最低賃金が令和５年10月１日から時間額923円に引き上

げられております。なお、特定の産業（「鉄鋼業」、「電子部
品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造
業」、「自動車小売製造業」）で働く労働者には、宮城県の特定
（産業別）最低賃金が適用され、こちらについては12月に改正予
定です。

賃金の引き上げに関する助成金制度
を設けております。→



（２）

「ゼロ災＆健康トライアル2023」参加募集中（令和５年10月13日〆切）

「SafeworK向上宣言」の登録について

第14次労働災害防止推進計画期間（令和9年度まで）における
「新たな『SafeworK向上宣言』」の登録を令和５年８月１日か
ら受け付けておりますので是非とも登録をお願いいたします。

詳細はこちら→
言」

栗原・登米地域における労働者等の安全と健康を確保することを目的とした取

組の一環として、「ゼロ災＆健康トライアル2023」（トライアル期間：令和５年
10月24日から令和６年１月31日まで）を実施します。是非とも参加していただき
たく思います。参加方法等は以下のとおりです。

年次有給休暇取得促進期間

●10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。年次有給休暇

を上手に利用し働き方・休み方を見直しましょう。
●計画的付与制度（労働者が自由に取得できる年次有給休暇
を５日以上残すこと等を条件に計画的に付与することができ
る制度です）の導入を検討しましょう。


